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●社会保険料は納付期限までの納入をお願いします
●社会保険料の口座振替にゆうちょ銀行の口座もご利用
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社会保険料は納付期限までの納入をお願いします。
　社会保険料は事業主と被保険者が折半で納め、その保険料は健康保険の給付や医療費、介護保険の
介護サービス、厚生年金保険の年金給付に充てられる非常に大切な財源となっています。制度の趣旨
をご理解のうえ、保険料は必ず納付期限内に納めていただくよう事業主さまのご協力をお願いします。

給与からの被保険者分控除

納付義務

保険料は月単位で

新しい標準報酬月額で計算し控除してください
　本年７月に提出していただいた「算定基礎届」により、新しい標準報酬月額が決定いたしました。
この標準報酬月額は、今後、昇給や降給などにより月額変更に該当する場合を除き、令和元年９月分
から令和２年８月分までの１年間の保険料や保険給付額の基礎となります。

○ 新しい保険料の控除はいつから

○ 年金支給額が変わる場合があります

○ 被保険者の方に通知してください

　保険料の控除は、原則、前月分の保険料を当月支払われる給与から控除することになっています。
したがいまして、新しく決定された標準報酬月額による保険料控除は、令和元年10月に支払われる給与
からとなります。

　在職中で老齢厚生年金を受給されている方は、標準報酬月額の改定により、年金の支給額が変わった
り、全額停止になる場合があります。

　事業主の方は、標準報酬月額の決定または改定等があった場合は、その内容を速やかに被保険者へ通
知することになっております。
　通知方法は任意ですが、明確かつ確実に通知するようお願い致します。

日本年金機構からのお知らせ
令和元年９月分の保険料から

　健康保険や厚生年金などの保険料は月単位で計算され、月途中の入退社でも日割り計算はされません。
　なお、同一月内に被保険者資格を取得・喪失し、同じ月内に国民年金の被保険者となった場合、または社会保
険の適用事業所に再就職した場合、厚生年金保険料は納付が不要となるため、後日お返しするためのご連絡を
差し上げます。したがって、一旦は１ヶ月分の保険料をご負担いただくこととなっております。ただし、健康
保険料や介護保険料は徴収しなければなりません。

　事業主は、被保険者に支払う給与から被保険者負担分の保険料を控除する場合、前月分の保険料を控除
します。

　事業主は、事業主負担分の保険料と合わせて納付期限までに納めなければなりません。
　なお、保険料の納入は口座振替が便利です。
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１円未満の端数計算

詳しくは
年金加入者ダイヤル（0570−007−123（050で始まる電話でお掛けになる場合は03−6837−2913））

又はお近くの年金事務所へお問い合わせ下さい。

社会保険料の口座振替に、ゆうちょ銀行の口座をご利用いただけるようになりました。

　被保険者負担分の保険料に１円未満の端数が生じた場合、事業主と被保険者との間で契約を結んでいない
限り、次のように取り扱います。
◦源泉徴収する場合

　事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
50銭を超える場合は切り上げて１円となります。

◦源泉徴収しない場合
　被保険者が被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は
切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて１円となります。

　本年４月より、ゆうちょ銀行口座での社会保険料の口座振替のお申し出が可能となりました。ゆう
ちょ銀行での口座振替を希望される場合は「健康保険・船員保険・厚生年金保険　保険料口座振替納
付（変更）申出書（ゆうちょ銀行用）」のご提出が必要です。申出書はゆうちょ銀行のほか、郵便局及び
簡易郵便局でも提出することができます。

保険料口座振替に関する約定

１． 所管の年金事務所から私名義の納入告知書が貴行に送付されたときは、私に通知することなく、 納入告知書記載金額を私名義の貯金口

座から引き落としのうえ納付してください。この場合、通常貯金規定等に関わらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出又は小切手の振り出しは

しません。

２． 振替日において納入告知書記載金額が貯金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、私に通知することなく、納入告知書を返却

しても差し支えありません。

３． この契約を解約するときは、私から貴行並びに所管の年金事務所に保険料口座振替辞退（取消）通知書（ゆうちょ銀行用）により届け出ます。

なお、こ の届出がないまま長期間にわたり所管の年金事務所から納入告知書の送付がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない

限り、貴行はこの契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。

４． この貯金口座振替について仮に紛議が生じても、貴行の責めによる場合を除き、貴行には迷惑をかけません。

令和
年 月 日

１．事業所整理記号・指定貯金口座等

令和
年 月分保険料（ 年 月 日納付分）から

健康保険料・船員保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金

納期の最終日（休日の場合は翌営業日）

１． ※欄は記入しないでください。

２． 口座振替を希望する金融機関をゆうちょ銀行に変更するとき、指定貯金口座等を変更するときは、

　 　直ちにこの用紙によりお届けください。

３． 提出された時期により、振替開始（希望）月が翌月以降になることがありますのでご了承ください。

２． 対象保険料等

３． 振替納付指定日

注）

１枚目（年金事務所用）

株式会社　厚生年金保険料

納入告知書送付先
東京都千代田区大手町二丁目3番1号

金融機関の確認印（日附印）

ウン ホ ケ ン リ ヨウ セ イ ネ ン キガ イ シ ヤ コ

口座名義人

カ ブ シ キ

※振込用口座番号

1
店　番 口座番号（右詰めで記入）

8 －

● ● ● ●

２枚目に押印
してください

－ ● ● ● ●

1

指
定
貯
金
口
座
等

お届け印通帳記号 通帳番号（右詰めで記入）

1 ● ● ● ０

代表者氏名 代表取締役　○○　○○○

電話番号 ０３－００００－００００

振替開始

（希望） 元 5
令和

元 7

事業所所在地
東京都千代田区霞が関○－○－○

事業所名称 株式会社　厚生年金保険料

0 0 8
１　　振替

２　　変更
9 9 9 9 9

銀行コード 支店コード

０ 1 － ア イ ウ

○○

 私は、下記により保険料等を口座振替によって納付したいので、保険料額等必要な事項を記載した納入告知書は、指定の金融機関宛に送付
してください。

太

線

枠

内

の

み

記

入

、
押

印

し

て

く

だ

さ

い

事
業
所
整
理
記
号
等

事業所/船舶所有者　整理記号
事業所番号

（告知番号）

※金融機関コード
※原因コード

※振替（変更）

年　月　分

健 康 保 険

保険料口座振替納付（変更）申出書(ゆうちょ銀行用)船 員 保 険
厚 生 年 金 保 険

年金事務所長　　あて ○○ ○○

グ ル ー プ 長
担 当 者

所 長 副 所 長 課 長

届書コード 決　　裁 令和 年 月 日

5 9 3
事 務 セ ン タ ー 長 副 事 務 セ ン タ ー 長

㊞

届

書

〒１００－９９９９

〒100-8793

送

信

送

信

※種別

フリガナ

※ ※

代表者印

１枚目のみ代表者印を押

印してください。

必ず２枚目にお届け

印（口座届出印）を押

印してください。

口座振替を希望する保険料

の年月分を記入してください。

保険料は、翌月末日が納期

限となります。（土日祝日の

場合は、翌営業日）

貯金口座は、年金事務所へお届けの所在地、

名称、代表者氏名と同一のものを指定してく

ださい。

記 入 例

ゆうちょ銀行へ提

出し、確認印を受

けてください。

記入不要です。

通帳に記載のある方のみご記入ください。 番号が７桁以下の場合は、空欄にしてください。
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協会けんぽ茨城支部からのお知らせ

協会けんぽ 平成30年度決算 のお知らせ
収支差がプラスであるものの、協会けんぽの財政は引き続き楽観できない状況です。

平成30年度の決算（医療分）については以下のとおりです。
【協会けんぽ平成30年度決算（医療分）】

収入 支出

被保険者・事業主の皆さまに納め
ていただいているもの

国からの補助金

協会けんぽから医療機関に
支払う費用

傷病手当金等のお支払いに
要する費用

高齢者の皆さまの医療費の一部
を現役世代が負担しています。
その額は支出の約4割を占め、
重い負担になっています。

収入
約10.3兆円

支出
約9.8兆円

現金給付費
5.7％

健診・保健指導経費
1.2％

協会事務経費
0.6％

その他の支出
0.8％

その他の収入
0.2％

国庫補助等
11.4％

保険料
88.4％

医療給付費
　55.8％

高齢者医療への
拠出金等
35.9％

平成30年度決算（医療分）

収　入　10兆3,461億円（+3,977億円）

支　出　  9兆7,513億円（+2,515億円）

収支差　　　5,948億円（+1,462億円） 

準備金　　2兆8,521億円（+5.948億円）

※カッコ内は対前年度比
※端数整理のため、計数が整合しない場合があります。
※より詳しい内容は、協会けんぽのホームページに掲載しています。

収支差がプラスということは、協会けんぽの財政が
良くなったのでしょうか？

　30年度の決算における収支差はプラスですが、収入につ
いては、近年保険料収入を増加させていた被保険者の人数の
伸びが急激に鈍化していることなどに加え、支出（保険給付
費や拠出金等）についても診療報酬のマイナス改定や制度改
正の影響（退職者医療制度の廃止）等により一時的に増加が
抑制されている側面があります。
　今後、団塊の世代が後期高齢者になることに伴い、拠出金
が更に増加していくものと見込まれることも踏まえると、協
会けんぽの財政は引き続き楽観を許さない状況です。

平成30年度決算はどういう内容ですか？

収入…前年度に比べ3,977億円の増加 支出…前年度に比べ2,515億円の増加

要
　
因

要
　
因

・保険料を負担する被保険者数の増加（+2.7%）
なお被保険者の伸びについては29年度（9月）をピ
ークに急激に鈍化している。

・被保険者の賃金増加（+1.2%）

・診療報酬のマイナス改定（▲1.19％）
　→これにより保険給付費が1,899億円の増加にとどまった

・高齢者医療への拠出金等の制度改正
　→退職者医療制度の廃止により858億円減少

この結果、30年度は収入が10兆3,461億円、支出が９兆7,513億円となり収支差はプラス5,948億円となりました。

ご存じ
ですか? 加入者の皆さまの

保険料1万円当たりの使い道

◆病院等を受診した時の医療費 ...................約5,580円

◆高齢者の皆さまの医療費への拠出金 ........約3,590円

◆病気で職場を休んだ際の手当金や
　出産した時の給付金 .....................................約570円

◆健診・保健指導経費 .....................................約120円

◆協会けんぽの事務経費 ................................... 約60円

◆その他の支出 ................................................. 約80円

計　　10,000円

平成30年度の収入が増加した要因は以下のとおりです 平成30年度の支出の増加が抑制された要因は以下のとおりです
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協会けんぽ茨城支部 平成30年度事業報告について
※平成30年度の事業報告書は、協会けんぽのホームページをご覧いただ＜か、

協会けんぽ茨城支部へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※記載されている数値は、平成31年３月末時点のものです。

　この制度は協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に
応じて、インセンティブ（報奨金）を付与し、それを「健康保
険料率」に反映させるものです。
　全ての事業主、加入者の皆様の健康への取組が医療費適正
化につながります。協会けんぽも皆様の取組を全力でサポー
トさせていただきますので、共に取り組んでいきましょう。

●健康経営（コラボヘルス）の推進
　茨城支部では、事業主とのコラボヘルスの一つとして、「健康づ
くり推進事業所認定制度」を行っています。事業主自らが従業員の
健康づくりに取り組むことを宣言し、事業主と協会けんぽが連携し
て、事業所の健康課題の解決や職場環境改善等、従業員の健康の維
持増進を図る事業です。令和元年７月10日現在、551事業所が宣
言しています。

●特定健診・特定保健指導の推進
　平成30年度の40歳以上の被保険者の生活習慣病予防健診実
施率は54.3％と、前年度に比べ１％ポイント増加し、着実に向
上しています。また、被保険者に対する特定保健指導実施率は
20.67％で、前年度に比べ4.07％ポイント上回りました。

●「ジェネリック医薬品軽減額のお知らせ」をお送りしています
　医療機関を受診された方のうち、一定条件を満たす方に、現在使用されている薬をジェネリック医薬品
に切り替えた場合の1ヵ月の自己負担額の軽減額をお知らせするものです。

●債権発生防止のための保険証回収強化
　退職等の理由により、資格を喪失したにも関わらず保険証を使用して医療機関等にかかった場合には資格喪失後受診となり、後日、
協会が負担した医療費を返納していただきます。こうした資格喪失後受診は債権発生の大きな要因であり、協会けんぽ全体で30年
度の発生件数は155,599件、発生金額が約39億円で29年度よりそれぞれ4,926件、約３億円上回っています。

●被扶養者資格の再確認
　協会けんぽでは、毎年７月から８月にかけて、被扶養者資格の再確認業務を行っています。平成30年度は、この確認を通じて、
約7.1万人の被扶養者の資格が解除となり、高齢者医療制度への支援金等の負担が約17.3億円削減されました。ご協力ありがとう
ございました。

平成30年度お知らせの効果
（茨城支蔀）

●お知らせ対象者……１回目73,604人
●お知らせの効果……ジェネリックヘ変更した人	 18,953人（１回目）
　※２回目は集計中　　医療費軽減効果　　　　　　2,972万6,950円（１回目）

インセンティブ（報奨金）制度の導入

保健事業の推進

医療費適正化の取組

インセンティブ制度の対象項目（評価指標）
１ 健診の受診率（上昇幅含む）
２ 特定保健指導の実施率（上昇幅含む）
３ 特定保健指導対象者の減少率
４ 要治療者の医療機関受診率（上昇幅含む）
５ 後発医薬品の使用割合（上昇幅含む）

【茨城支部の平成30年度  保健事業の実績は下表のとおりとなりました】

保健事業内容 実績
（前年度）

全国
（前年度）

生活習慣病予防健診 実施率 被保険者 54.3%
（53.3%）

50.9%
（49.6%）

特定健康診査 実施率 被扶養者 27.91%
（27.9%）

24.4%
（23.2%）

事業者健診データの取得率 被保険者 9.1%
（8.5%）

7.1%
（6.4%）

特定保健指導実施率
被保険者 20.67%

（16.6%）
16.09%
（13.7%）

被扶養者 2.51%
（3.6%）

4.98%
（4.5%）

お問い合わせ先
協会けんぽ　茨城

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/

企画総務グループ　☎029-303-1580

任意継続被保険者の保険証発行が変わります
　任意継続被保険者資格取得の手続きについて、これまで協会けんぽでは、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出
される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認後、新しい（任意継続の）保険証
を作成しておりましたが、令和元年10月より、退職日の確認できる証明書を添付いただくことで、新しい保険証の作成が
可能となります。なお、添付書類がなくてもお手続きできますが、その際は従来通り日本年金機構からの情報を受けてからの
交付になります。

〈添付書類〉
事業主様が証明した退職証明書の写し、雇用保険被保険者離職票写し、資格喪失届写し

平成30年度の事業報告の一部をご紹介いたします。

特に「特定保健指導
対象者の減少率」「要
治療者の医療機関受
診率」の項目の順位
が下位に低迷してい
ます。

ジェネリック医薬品
軽減額のお知らせ

見　本
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不審な電話や訪問にご注意ください
　これまでに、全国各地で「社会保険庁」「日本年金機構」「厚生労働省」などの職員と称して、現金を
詐取する、銀行の口座番号を聞く等、不審な電話や訪問があったというお問い合わせが寄せられてい
ます。また、運送会社を名乗り、「年金関係の書類が配達できない」等と電話をして、職業や会社名な
どの情報を入手しようとするケースもありました。

　茨城県内の年金事務所では出張による年金相談を行っております。１０月の出張年金相談の日時・会場は下記の
とおりです。
　なお、相談にはどの会場も事前の予約が必要です。事前に該当の年金事務所へお電話のうえ、ご予約をお願いし
ます。

10月の出張年金相談
年金事務所

予約先電話番号 日　　時 会　　場

水戸北年金事務所
029（231）2283

３日（木）10：00～15：00 常陸太田市役所

８日（火）10：00～14：00 大子町役場

９日（水）10：00～15：00 常陸大宮市役所

水戸南年金事務所
029（227）3278

10日（木）10：00～14：30 鹿嶋市商工会本所

24日（木）10：00～14：30 神栖市商工会本所

土浦年金事務所
029（825）1170

３日（木）10：00～15：00 取手市商工会館

25日（金）10：00～15：00 龍ケ崎市地域福祉会館

下館年金事務所
0296（25）0829

10日（木）10：00～14：00 常総市商工会水海道事務所

16日（水）10：00～14：30 古河商工会議所

日立年金事務所
0294（24）2193

15日（火）10：00～14：00 高萩市役所

※相談を受ける際には、運転免許証や住民基本台帳カードなどの顔写真付きの身分証明書をご持参ください。お持
ちでない場合には、年金手帳または年金証書、健康保険証及び預金通帳など本人であることが確認できる書類を２
つ以上提示していただきます。また、本人以外の方が相談される場合は委任状等が必要になりますので、事前に各
年金事務所お客様相談室へお問い合わせください。

日本年金機構からのお知らせ

不審な電話や訪問にご注意ください

不審な電話や訪問があったら

　できるだけ１人で対応せず、相手の名前・
所属や用件を聞いてメモを控え、家族等に相
談してください。絶対に口座番号等の個人情
報を答えてはいけません。
その場で現金を手渡したり、相手の指定する
口座へ振り込みをしたりせずに、年金の返納
や社会保険料の納付についてはお近くの年金
事務所に、それ以外は警察にご相談ください。

こんな電話や訪問がありました

・「医療費の給付金が戻るので、手続きをしてください」
と言われ、銀行の口座番号を聞かれ、指示どおりに
近くの ATM で現金を振り込んだ。

・「年金の手続きが済んでいないので、代わりに手続
きをするため、手数料が必要です」と言われ、現金
を渡した。

・「老齢福祉年金の手続きがされていないが、請求期
限が切れてしまいます」と言われ、証書代や印紙代
を請求され、支払った。

出張年金相談のお知らせ


